
  資料 3 一 (1) 1 

臨床研修の評価、 研修中断、 修了認定について (1 ) 
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臨床研修の評価、 研修中断、 修了認定について (2) 
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委員会に対して ，研修医ごとに 臨床研修の目棟の 達成状況を報告する 

プ ロゲラム責任者   ___I 

担当する分野における 研修期間の終了後に、 研修医の評価を 報告する 
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担当する分野における 研修期間中、 研修医ごとに 臨床研修の目標の 達成状況を把握し、 研修医に対する 指導を行 う 
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回 
産休・ 育休 ・ 病 休の取扱いについて 

区分   産前・産後   育児休業   病気休暇   

労
働
基
準
法
育
児
・
介
護
休
業
法
 

労働基準法 

第 6 5 条 ( 産前産後 ) 
第 Ⅰ 項 

使用者は、 6 週目以内に   産 
する予定の女性が 休業を請求し 
た場合においては、 その者を就 
業させてはならない。 
第 2 項 

使用者は、 産後至理旦を 経過 
しない女性を 就業させてはなら 
ない。 ただし、 産後 6 週間を経 
過した女性が 請求した場合にお 
い て、 その者について 医師が支 
障 がないと認めた 業務に就かせ 
ることは、 差し支えない。 
Ⅹ 言     1   4   凋     (9 8 日 ) 

労働基準法 

第 8 9 条 
( 就業規則作成及び 届出の義務 ) 
第 ] 項第 Ⅰ 号 ( 休日、 休暇等 ) 
Ⅹ育児休業の 取扱いたつい 
て、 「就業規則」等に 定め、 
届け出る義務があ る。 

育児・介護休業法 
第 2 条及び第 5 条 
Ⅹ労働者 ( 日々雇用される 者 
及び期間を定めて 雇用される 
者を除く。 ) は、 その事業主 
に申し出ることにより、 子が 
] 歳に達するまでの 間、 育児 
休業をすることができる。 

労働基準法 
第 8 9 条 
( 就業規則作成及び 届出の義務 ) 
第 Ⅰ 項第 1 号 ( 休日、 休暇等 ) 
Ⅹ労働者を使用する 使用者 
は、 休暇の取扱いたついて、 
「就業規則」等に 定め、 届け 

出る義務があ る。 
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人事院規則 1 5 一 1 5 
( 非常勤職員の 勤務時間 & び 休暇 ) 
第 4 条 ( 年次休暇以覚の 休 B は ) 
第 2 項 ( 無給の休暇 ) 
第 Ⅰ号及び第 2 号 
米 労働基準法の 第 6 5 条 第 Ⅰ 

項 、 第 2 項と同じ。 
Ⅹ 言   1 4 週 (9 8 日 ) 
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( 非常勤職員の 勤務時間尺 ぴ 休暇 ) 

第 4 条 ( 年次休暇以覚の 休Ⅱ 仮 ) 
第 2 項 ( 無休の休暇 ) 第 6 号 
Ⅹ負傷又は疾病のため 療養す 
る必要があ り、 その勤務しな 
いことがやむを 得ないと認め 

られる場合に 、 一の年度にお 

いて「 0 日間の範囲内の 期間 
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Ⅹ条例、 地方公共団体の 規則、 又は、 公営企業管理者の 定める規程、 労働協約の定めによる 

    

米 病院・大学において 定められている「就業規則」等の 規定による。 

( 特に定めなし ) ( 特に定めなし ) 司法修習生に 関する規則 
第 6 条 司法修習生が 病気その 

他の正当な理由によって 修習 
しなかった 7 0 日以内の期間 

は、 これを修習した 期間とみ 
なす。 

  

Ⅹ 7 0 日を超える場合については、 必要履修期間不足となり 最終考試受験不可。 

なお、 修習期間を延長し、 最終考試を受験させるか、 次年度に不足期間を 履修させるかは、 
ケースバイケース。 

          現在の司法修習期間はⅠ年 6 月。 平成 1 0 年度まで司法修習期間は 2 年間。 司法修習生に 関す 

る規則第 6 条に定める期間は 9 0 日であ った。 
          司法修習生は、 その修習期間中、 国庫から一定額の 給与を受ける。 ただし．修習のため 通常必 

要な期間として 最高裁判所が 定める期間を 超える部分については、 この限りでない。 
( 裁判所法第 6 7 条第 2 項 ) 



回 
臨床研修修了に 関する論点整理 ( 案 ) 

第 「 修了の評価，認定方法 

Ⅰ 基本的な考え 方 

い ) 到達目標達成可能ということでプロバラムは 認定されているので、 プロバラムをこなす 

ことができれば 修了を認めるべきではないか。 

① 臨床研修病院の 指定は到達目標達成可能という 前提で行っているので、 ( 目標に沿っ 

て 研修していけば ) 最終的な到達目標の 達成は可能なはず。 

② キチンとプロバラム 通りにやっている 人には基本的に 修了証を交付すべきであ る。 

③ あ くまでもプロバラムのコースに 従って研修することが 重要で、 そのなかで修了条件 

は 柔軟でも良い。 合否の評価が 何点と言 う ことでなく、 コースに沿ってできなかったら 

もう一度やっていただくべき。 

(2) 評価方法は絶対評価とすべきではないか。 

① 絶対評価にすべきと 思われる。 

(3) 到達目標の達成の 評価と病体などの 評価の 2 つぼ分けるべきではないか。 

① 医師としての 技術的評価の 側面と、 病欠の取り扱いなど 事務的な側面とがあ る。 

② 評価を行う場合、 研修にキチンと 参加し期間を 修了しているかどうかという 形式的な 

面と、 到達目標に達成しているのかという 実質的な面の 2 つがあ る。 後者のみで厳格に 

評価することは 難しく、 両者を満足させるような 評価方法が必要。 逆に、 前者を満たし 

ても後者が満たされない 事例についてはどう 扱 さめか。 

2  評価手順、 方法 

い ) 評価対象は、 研修プロバラム、 指導体制、 研修医の研修プロセスの 順で評価すべきでは 

ないか。 そのうえでプロバラム 終了時に最終到達度を 評価するのか。 

①研修プロバラム、 指導体制、 研修プロセスの 評価、 の順でキテンと 評価を行う必要が 

あ る。 

② プロバラム終了時の 修了判定となると、 2 年間で判定するのか 実際にプロバラムの 全 

課程を終了した 時点 (3 年目あ るいは 4 年目もあ り得る ) で修了判定を 行 う のか。 

い )-1  プロバラムの 評価と指導体制の 評価は到達目標達成の 可能性をみるべきではないか。 

① プロバラムの 評価は到達目標の 達成が可能であ るかという点を 目指して行うべき。 

② プロバラムの 評価を当事者であ る病院自ら行 う ことは不可能。 

い ) -2  プロセスの評価 

① 認定されたプロバラムで 指導医がキテンと 対応していれば 問題ないが、 プロバラムの 

」 件評価のみならず ， 例 えはエポックなとで ， 。 。 。 研修のプロセスもチェックしないと 評価は困難 -  

だ し @ 。 

② 実際に経験したかどうかをチェッ タ 項目で評価することによって 修了認定が可能では 

ないか。 プロセス評価は 形成的評価であ り、 適切な時期に 適宜評価を行い、 評価 票 を作 

成することによってプロバラムが 履修できたか 否かの判定が 可能であ る。 2 年終了時ま 

でに履修しなかった 場合は未修了と 判定される。 

③ 半年単位では 正しい研修プロセスの 評価を行うことは 困難で、 毎日毎日の研修プロセ 

スを 測定，評価するシステムがないと、 プロバラム間のバラツキが 大きくなってしまう。 
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エポックや指導ガイドライン 等の基本的な 評価システムが 必要であ ろう。 

④ 研修医手帳 の活用を考えるべきではないか。 

い ) -3  指導医の評価と 研修医の自己評価との 間の調整は必要か 

① 評価項目、 評価基準について、 研修医と指導医との 共通認識がなりと、 評価結果に乖 

離が生じてトラブルの 原因になるので、 注意が必要だ。 

② 研修医の自己評価と 指導医の評価が 乖離した場合が 問題であ る。 指導医の評価が 自己 

評価より低く、 評価への不服・ 不満があ る場合、 処理をどの様にするのかが 問題であ る。 

(2) 評価者については、 指導医、 プロバラム責任者、 研修管理委員会、 の順で評価を 行うべ 

きではないか。 

(2) -]  指導医等による 評価 

① 経験目標はあ る程度数値化できるが、 行動目標については 評価が難しく、 現場の指導 

医や研修医自らやって T 頁 くことを考えていた。 

② 指導医のみならず、 コメディカルも 加わって研修医の 指導を行い、 原則的には修了可 

能になるよう 努力すべき。 病院側の努力が 必要だ。 

③ 自分のすぐ上の 先輩医師に教わることが 最も多いと言 う ことであ れば、 ( 制度上の ) 

指導医のみならずその 医師からの評価も 大切ではないか。 

(2) -2  プロバラム責任者による 評価 

(2) -3 研修管理委員会による 評価 

① 研修管理委員会で 定期的に各研修医の 研修進捗状況をチェック し 、 指導医にフィー ド 

バッタすることが 大事。 

(3) 到達度の評価についてどのようにすべきか 

① 2 年間を通じてプライマリ・ケアを 身につけることができるか 否かが重要で、 大まか 

な 到達度を設定し、 修了認定を可能にするようにすることが 大切だ。 

② 修了認定は最終的には 成績の良し悪しではなく、 到達目標にてらしてあ るレベルに 達 

したら行 う という、 資格試験的なものでほないか。 

第 2  修了の評価・ 認定基準 

Ⅰ 基本的な考え 方 

(1 ) 全国で共通の 基準が必要。 基本的な者え 方は、 プライマ リ ・ケアの修得を 目指した人ま 

かな到達度の 設定ではないか。 

① 到達目標があ っても、 各施設で判断のバラツキがあ ると公平性が 保てない。 全国で共 

通の基準づくりが 必要。 

② 「修了証」、 「中断 証 」、 「 未 修了理由 証 」のうち、 修了証に対する 基準 ( に対する 者 

え方 ) が 原則的に研修管理委員会のスタンダードになるのではないか。 

③ 2 年間を通じてプライマリ・ケアを 身につけることができるか 否かが重要で、 大まか 

な 到達度を設定し、 修了認定を可能にするようにすることが 大切だ。 

2  評価・認定基準・ 尺度等 

い ) 基準・尺度は 大まかなものの 方が良 い のではないか。 

① あ まり細かい評価基準・ 尺度を決めるとかえって 混乱を招く。 あ るレベルに到達して 

いればいいのではないか。 

② 細かい評価基準を 定めても実行不可能。 
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③ 具体的にはど う するか。 

3  研修休止期間の 問題 

(] ) 休止の理由についての 基準を決めるべきではないか 

①到達目標の 達成が可能であ れば、 それなりの理由があ れば、 病欠なども含めて、 あ る 

程度の期間の 休暇は許容範囲ではないか。 

② 中断 証 や未修了理由 証 にほ例えば病欠など、 事務的な基準理由があ るべきではないか。 

(2) 休止の期間についての 基準を決めるべきではないか 

①病欠などでどのくらい 研修期間が欠けたら、 中断 証 や未修了理由 書 が適用されるのか 

を 明確にすべき。 

② 研修科目毎にどのくらいの 期間休んだらその 科目が修了認定されないか、 ほ ついての 

基準を決めるべきであ る。 

③休むことのできる 期間については、 個別対応では 大変なので、 あ る程度基準を 定めた 

方がよい。 

④ 到達目標を 2 年間で達成するための 基本、 必修科目の必要期間の 目安が示されると 施 

設 側も修了証が 発行しやすいのではないか。 

(3) 休止後の補習についての 基準を決めるべきではないか 

①基本、 必修科目を修了した 後の選択科目の 期間をどの様に 考え、 取り扱うのか。 

②病欠等で研修期間が 欠ける場合には 基本、 必修科目に影響がないようになるべく 選択 

科目の期間で 吸収し、 2 年間で到達目標が 達成できるように 指導をしている。 

③研修を中断した 場合に、 補習期間を設けて 到達目標を達成させることはどうか。 すな 

む ち、 2 年のうち 何ケ月か 休んだ分を、 2 年以上繰り越して 研修することで 修了するこ 

とはできるのか。 

④研修期間は 2 年以上なので、 2 年を超えて研修し 到達目標を達成し 修了することには 

問題がなれ。 しかしながら、 次年度の研修生と 一緒になるので、 指導医 1 人 当たりの 研 

修医 数や研修医工人当たりの 症例数に影響があ る。 

⑤ プロバラムに 基づいた研修で 最終試験を行 う 訳ではないので、 2 年で修了しても 2 年 

半 で修了しても 基本的に問題はない。 

4  妊娠・出産および 育児休暇の取り 扱い 

い ) 産休・ 育休は 病体等とは別の 基準にすべきか。 

(2) 別 扱いとした場合 

① 日本医師会女性会員懇談会より 植松治雄会長に 女性医師の研修の 中断・再開に 関して 

産休 ( 産前 6 週間，産後 8 週間 ) 期間中の身分保障及び 再開時の研修継続の 保証などに 

ついて陳情があ った。 

②産前・産後の 研修休止期間については、 その期間をあ とで別途研修するのか、 それと 

も到達目標が 達成できれば 可 とし、 2 年間修了時に 他の研修医と 同時に修了証を 出すの 

か 、 明確な方針を 決めるべき。 

③ 出産で半年休んだら、 欠けた部分をあ とでやって頂く。 

④ 産休の他に育児休業をどう 扱うのか。 この場合、 (SH 偶 者の ) 男性研修医については 

ど う 考えたらよ い のか。 

⑤ 男性研修医について、 法律上産休は 取れないが 育 休は取れるのではないか。 
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ならず、 研修プロバラム 側や指導医に 責任のあ る場合もあ る。 原則として、 プロバラム 

側には全員修了させる 義務があ るので、 研修医個人に 対して 未 修了理由書を 発行するこ 

とが適切かどうか。 

② 不適格な医師は 別として、 単に到達目標に 達しないから 未 修了理由書を 発行し、 判定 

を下すのは問題があ るのでは。 

(2) 医師としての 適性を欠く場合 

① 「医師としての 適性を欠く」場合、 それが非可逆的なものか 可逆的なものかの 見極め 

が必要。 前者の場合実質的に 修了は不可能であ る。 この 2 つの場合を書き 分けることが 

良 い のかどうか。 

② 医師として適性を 欠く場合に中断というのはどんな 場合 か 。 せっかく不適格者をチェ 

ックできたのに ( 再開という形で ) 復活させることに 問題はないのか。 

③ 医師としての 適性を欠いて 一旦中断となった 場合、 次に再開するときに 誰が再開を認 

めるのか。 

④ 中断となった 場合、 適性がない限り 修了認定をしないということなので、 これでよい 

のでは。 

⑤ 「適性を欠く」理由で 研修を中断した 人は自分のもとのプロバラムで 研修を再開すべ 

きではないか。 この場合、 中断証は必要がないのではないか。 

⑥ 適性を欠く場合の 中断と、 単に引っ越し 等でやむを得ず 研修プロバラムを 変わる場合 

の中断とを同等に 扱うのはいかがなものか。 後者については 別の名前を考えるべきでは 

ないか。 

2  評価結果 ( 未 修了、 中断 ) に対する不服があ る場合の取扱い 

① 未 修了や中断という 評価に不服があ る場合の取扱いをどうするか。 

第 5  その他 

Ⅰ い わゆる「後期研修」に 関して。 

① 日本においては 専門医研修制度がまだ 整備されておらず、 米国と比較して「後期卒後 

臨床研修」と 表現すると誤解を 招く。 

② 「後期卒後臨床研修」の 用語自体が不適切であ る。 

2  屋根五方式の 指導体制について 

① 新制度になってから、 t 年 目と 2 年目の研修科目が 異なることより、 先輩研修医から 

教わるチャンスが 少なくなった。 屋根正方式の 一番下の部分が 欠けてしまったのではな 

いか。 

② 屋根正方式が 機能しているか 否かは、 年齢が連続したすぐ 上の先輩医師がいるかどう 

かより、 あ る程度の経験あ る医師が べッ ドサイドでキチンと 教えることができるのか 否 

かで判断すべきだ。 一般研修病院でそれが 機能しているから 2 回目のマッチンバで 研修 

希望者が増えた。 
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